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生活困窮者自立相談支援事業における都道府県研修実施のための標準カリキュラム 

講義・演習教材の利用に当たっての留意事項 

 

１． 講義・演習教材の定義 

○ 「講義・演習教材」という場合、「講義用資料」、「演習教材」及び「標準的な講義の進め方」を指

すものとします。 

 

２． 利用者の範囲 

○ 都道府県や市町村等地方公共団体及びそれに準ずる団体、生活困窮者自立相談支援事業に

携わる機関等において職員等の研修の用途で利用いただくことを想定しています。 

○ それ以外の団体や個人等においても、営利を目的としない範囲において利用することは構いま

せん。 

 

３． 利用の手続・出典の明記 

○ 利用に当たって特段の手続は必要ありませんが、出典（事業名、事業実施主体、教材名、執筆

担当者）を必ず明記の上ご利用ください。 

 

４． 利用方法 

○ 「講義用資料」及び「演習教材」は、原則として、一切変更せず、そのまま利用することを前提に

作成しています。 

○ 一方で、都道府県等の自治体において、県域研修のカリキュラムを企画し、独自の研修カリキュ

ラムや教材を作成する際の素材としても活用できるよう、極力編集可能な形で提供しています。

しかし、誤った編集等により、本来の意図と反する形での利用がなされる恐れもでてくることから、

一部を改変・改編の上利用する場合には、「５．改変・改編の範囲と方法」の定めに従って、利

用してください。 

○ なお、「標準的な講義の進め方」は、講師が研修の企画を検討する際に自由に変更していただ

いて構いません。 

 

５． 改変・改編の範囲と方法 

○ 利用者が改変・改編する場合には、「講義用資料」及び「演習教材」のほか、講義・演習教材の

作成に当たって利用している参考文献・資料の文脈や研究成果等を逸脱せず、かつ参考文

献・資料の著作権を侵害しない範囲において、利用者自身の責任で行うことができます。なお、

この場合、本事業の実施主体並びに執筆担当者は一切責任を負いません。 

○ 改変・改編等を施した場合には、「３．利用の手続・出典の明記」の定めに従って出典を記載す

るとともに、利用者が一部改編等を加えていることを明示してください。 

○ 別紙に、「講義用資料」及び「演習教材」の改変・改編の考え方を示すので、参考にしてください。 
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６． 利用に当たっての留意事項の承諾 

○ 利用者が本事業において開発した講義・演習教材を利用した時点において、本留意事項に同

意いただいたものとみなします。 

 

７． 著作権の帰属 

○ 講義・演習教材の著作権は、みずほ情報総研株式会社及び執筆担当者に帰属します。 

 

８． 免責事項 

○ 講義・演習教材は、令和元年度における生活困窮者自立支援法に基づく同制度の内容、並び

に平成 28 年度から平成 30 年度に実施された国研修の講義・演習教材をもとに開発していま

す。 

○ 今後、法改正や基本テキストである『生活困窮者自立支援法 自立相談支援事業従事者養成

研修テキスト」（自立相談支援事業従事者養成研修テキスト編集委員会編）の改訂等があった

場合には、そのまま利用することができなくなりますので、ご注意ください。 

○ 利用者が、講義・演習教材を用いて行う一切の行為並びに結果の責任に対しては、一切責任

を負いません。 

 

 

作成者：みずほ情報総研株式会社 社会政策コンサルティング部 

作成日：令和 2年 3月 31日 
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別紙 「講義用資料」及び「演習教材」の改変・改編の考え方（イメージ） 

（注）実際の講義用資料等とここに掲載しているスライドの例示は異なる場合があります。 

 

１． 講義用資料（パワーポイント資料） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ目次のスライドは連続した内

容であるため、部分利用は不可。 

説明を簡潔にしてまとめる

ことは可。 

事業名や出典、執筆担当者

等の情報の削除は不可。ただ

し、独自に改変等を行ってい

る場合には、その旨を追記。 
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同一カリキュラム内の異なるプログラムや異なるカリキュラムのプログラム同士の全てまたは一部を組み

合わせて利用することは可であるが、出典を正確に記載することが必要。なお、同一の内容の一部を使

うなど意図を変更するような変更は不可である点に留意。 

生活困窮者自立支

援法において定めら

れている基本的な考

え方は変更不可。 

詳細な説明部分は省

略したり、文章を簡略

化することも可。 
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出典の掲載されていないイメー

ジ図等は地域の実態に合わせ

た図に変更することも可。ただ

し、都道府県において加工して

いる旨を追記することが必要。 

出所が明示されている文章や図表

や編集できない形式で保存されて

いる図表等は改変不可。 

参考文献リストを削除することは不可。

ただし、一部のスライドを削除したり、独

自の内容に差替えたこと等により、当該

参考文献を利用していないものについ

てのみ削除可。 
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２．演習教材 

 

 
 

 

以 上 

演習課題は改変不可。 

事例として記載している設定の一部を変

更して活用することは不可だが、完全に

独自の事例に差替えて、ワークシートや

設問のみを利用することは可。 

事業名や執筆担当者、出典

等の情報の削除は不可。ただ

し、独自に改変等を行ってい

る場合には、その旨を追記。 

ワークシートの内容は原則として、変更

不可。ただし、演習方法を変更するた

め、模造紙サイズで使う、個人演習をグ

ループワークに変更する等、運用方法

の変更は可。 


